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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期

中間連結会計期間
第60期

中間連結会計期間
第59期

会計期間

自令和６年
　10月１日
至令和７年
　３月31日

自令和７年
　10月１日
至令和８年
　３月31日

自令和６年
　10月１日
至令和７年
　９月30日

売上高 （百万円） 39,227 46,825 83,476

経常利益 （百万円） 8,867 11,437 16,590

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（百万円） 6,314 7,961 12,094

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 8,007 8,606 15,061

純資産 （百万円） 104,018 108,074 108,497

総資産 （百万円） 122,320 131,574 129,817

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 121.53 156.16 234.31

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 85.0 82.1 83.6

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 3,288 12,574 12,486

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 2,441 △3,607 △360

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △6,272 △9,103 △8,943

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 29,855 33,444 33,580

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。

２．当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式を自己株式として計上しており
ます。これに伴い、１株当たり中間（当期）純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己
株式に含めております。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

Ⅰ　経営成績

（経営成績の概要）

　当中間連結会計期間（以下、当第２四半期）における株式会社ＴＫＣとその連結子会社等６社を含む連結グループの

経営成績は、売上高が46,825百万円（前期比19.4％増）、営業利益は11,126百万円（同28.2％増）、経常利益は11,437

百万円（同29.0％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は7,961百万円（同26.1％増）となり、いずれも過去最高を

記録しました。

　この大幅な増収増益は、地方公共団体事業部門における標準仕様準拠システムへの対応とガバメントクラウドへの移

行支援（96団体）に伴う一時的な収益（以下「標準化特需」）を主因とするものです。標準化特需は、国が定める移行

期限（令和８年３月末）に対応するもので、当社顧客164団体（48市、99町、17村）の移行をすべて完了したことか

ら、当第２四半期をピークに収束します。

　なお、第60期通期における業績の見通しは、令和８年９月期第１四半期決算短信（令和８年２月13日）の開示内容か

ら変更はございません。

 

（第61期以降の経営計画）

　一方で、標準化特需を除いた恒常的な事業基盤は引き続き拡大基調にあり、会計事務所事業部門においてはクラウド

系システム（ＯＭＳクラウド、ＦＸクラウドシリーズ）の利用社数増加を計画し、地方公共団体事業部門においてはガ

バメントクラウド運用管理補助業務やＴＡＳＫクラウド公会計システム等のサブスクリプション収益の積み上げを計画

しています。

　ただし、第61期は恒常的な事業基盤の成長による増収だけでは標準化特需の反動減を補いきれないため、減収となる

見通しです。なお、具体的な経営計画は、令和７年９月期決算短信（令和７年11月12日）で開示したとおりです。

事業年度 連結売上高 前期比 連結経常利益 前期比

 百万円 ％ 百万円 ％

第60期業績予想 85,500 2.4 17,100 3.1

第61期計画 82,200 △3.9 17,100 0.0

第62期計画 83,900 2.1 17,350 1.5

 

（事業環境）

　当第２四半期におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、中東情勢の緊迫化に伴う資源の価格高騰や供

給不安、金利上昇など先行き不透明な状況が続いています。一方、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）

需要、電子帳簿保存法・インボイス制度等の法律改正への対応、地方公共団体における行政手続きのデジタル化への要

請、社会的な生成ＡＩおよびＡＩエージェントの実装需要など、当社の事業領域に関連するＩＴ投資需要は引き続き旺

盛です。

 

（基本方針）

　このような事業環境のもと、会計事務所事業部門においてはＴＫＣ会員事務所による関与先指導の基本方針を「黒字

決算と適正申告の実現」に、地方公共団体事業部門の基本方針を「スマート行政ＤＸの実現」と定め、（1）クラウド

系システムへの移行加速によるストック収益基盤の拡大、（2）生成ＡＩ技術を活用した業務革新支援、（3）税務コン

プライアンスとガバナンスを両立させた「デジタルシームレス」の社会実装を推進しています。

 

　会計事務所事業部門では、基本方針「黒字決算と適正申告の実現」を支援するために、巡回監査と月次決算の実施を

奨励するとともに、関与先企業における業績管理ツールとして財務会計システム「ＦＸクラウドシリーズ」の活用を推

進しています。

　ＦＸクラウドシリーズは、本年３月に公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）から、「デジタルシー

ムレスソフト法的要件認証」の国内第１号の認定を受けました（この詳細は、２．（１）③）に記載しております）。

これによりＦＸクラウドシリーズを利用している顧客は、証憑の発行・保管から日々の仕訳、毎月の試算表、決算書と

税務申告書の作成、さらには電子申告・電子納税に至るまでをデジタルシームレスで一気通貫に行えていることが認証

されたことになります。当社は、ＦＸクラウドシリーズのさらなる機能拡張によって、関与先企業における入力業務の

省力化のみならず、電子帳簿保存法が定める証憑と帳簿のトレーサビリティの確保、そして税務コンプライアンスの向

上を支援してまいります。
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　地方公共団体事業部門では、政府の「地方公共団体情報システム標準化基本方針」にもとづき、標準仕様準拠システ

ムおよびガバメントクラウドへの移行支援に取り組んでまいりました。前期の68団体に続き、当期は96団体の移行を予

定どおり支援した結果、顧客である164団体（48市、99町、17村）の標準仕様準拠システムおよびガバメントクラウド

への移行を、国が定める期限（令和８年３月末）までに完了しました。現在、当社の顧客市町村では、ガバメントクラ

ウド上で標準仕様準拠システムが安定的に稼働しています。今後は当社が掲げる「スマート行政ＤＸ」の実現に向け

て、機能強化と活用支援をさらに進めてまいります。

 

（生成ＡＩ戦略の進捗）

　当社は本年１月、全エンジニアにＡＩコーディングアシスタントのライセンスを付与し、体系的な研修とハンズオン

支援を繰り返しながら、ＡＩ駆動開発体制への転換に取り組んでいます。さらに、本年７月以降、当社の会計事務所事

業部門が提供するシステムにＡＩエージェントを順次搭載してまいります。

 

　当第２四半期における事業部門別の売上高の推移は以下のとおりです。

１．第２四半期業績の推移

（１）会計事務所事業部門の売上高の推移

　会計事務所事業部門における売上高は26,508百万円（前期比3.9％増）、営業利益は5,443百万円（同22.2％減）と

なりました。売上高の主な内訳は以下のとおりです。

①コンピューターサービス売上高は、前期比5.7％増となりました。これは、新規入会者の増加に伴って、会計事務

所の基幹システムである「ＯＭＳクラウド」と会計事務所業務の生産性向上を支援するＯＭＳのオプションシステ

ムの利用が増加したこと、さらに経理事務のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に取り組む企業や、クラ

ウド環境を活用して自社の業績管理に取り組む経営者が増加し、「ＦＸクラウドシリーズ」の新規利用が拡大した

ことよります。

②ソフトウエア売上高は前期比0.5％増となりました。これは、ＦＸクラウドシリーズの新規受注の拡大に加え、ス

タンドアロン版からクラウド版への移行が順調に進んだことによるものです。

③コンサルティングサービス売上高は前期比5.7％増となりました。これは、中堅企業向け財務会計システム「ＦＸ

４クラウド」の新規受注に伴い、立ち上げ支援サービスの実施件数が増加したことによります。

④ハードウエア売上高は、前期比13.2％増となりました。これは、Microsoft社がWindows10のサポートを昨年10月に

終了したことに伴い、パソコンのリプレースが大幅に進んだことによります。

⑤なお、営業利益は前期比22.2％減となりました。これは、人件費の増加（全社的な業績連動賞与の引き上げおよび

採用の強化）によるものです。限界利益率は概ね前年同期並みを維持しており、事業の収益力が低下したというも

のではありません。

（２）地方公共団体事業部門の売上高の推移

　地方公共団体事業部門における売上高は18,789百万円（前期比54.6％増）、営業利益は5,671百万円（同237.5％

増）となりました。売上高の主な内訳は以下のとおりです。

①コンピューターサービス売上高は、前期比5.4％減となりました。これは、従前は当社のデータセンターである

　ＴＩＳＣ（ＴＫＣインターネット・サービスセンター）で稼働させていたＴＡＳＫクラウドの運用環境をガバメン

トクラウドに移行したことにより、データセンター利用料およびネットワーク回線利用料売上が減少したことによ

るものです。

②ソフトウエア売上高は、前期比9.8％増となりました。これは、標準仕様準拠システムおよびガバメントクラウド

への移行に伴い、ガバメントクラウド運用管理補助業務を新たに受託したことによるものです。また、「ＴＡＳＫ

クラウド公会計システム」等の新規受託によりサブスクリプション型のソフトウエア利用料も増加しています。

③コンサルティングサービス売上高は、前期比1,029.1％増（7,231百万円の増加）となりました。これは、標準仕様

準拠システムおよびガバメントクラウドへの移行を支援した顧客団体が、前年同期は２団体であったものが当期は

96団体となり、それに伴うシステム移行支援料が増加したことによるものです。

④ハードウエア売上高は、前期比24.6％減となりました。これは、標準仕様準拠システムへの移行にむけた庁内設置

用サーバーの導入や住基ネット関連ハードウエア機器の更改が前年同期に集中し、当期はこれらの受注が減少した

ことによるものです。

⑤なお、営業利益の伸びが売上高の伸びを上回った理由は、利益率の低いハードウエア売上高が前年同期よりも減少

した一方で、利益率の高いシステム移行支援に係るコンサルティングサービス売上高が大幅に増加したことにより

ます。

顧客164団体すべての標準化対応完了に伴い、令和９年９月期 （第61期）以降、システム移行支援に係るコンサル

ティングサービス売上は段階的に縮小します。一方で、1）ガバメントクラウド運用管理補助業務（サブスクリプ

ション型）、2）スマート行政ＤＸに関する各種SaaS（かんたん窓口、スマート申請、コンビニ交付等）、3）令和

８年９月開始の公金納付デジタル化対応、4）ＴＡＳＫクラウド公会計システムの機能拡充、を成長ドライバーと

して位置付けており、ストック収益のさらなる積み上げを図ってまいります。

（３）印刷事業部門（子会社：株式会社ＴＬＰ）の売上高の推移
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　印刷事業部門における売上高は1,527百万円（前期比1.9％減）、営業利益は３百万円（前期は営業損失９百万円）

となりました。売上高の主な内訳は以下のとおりです。

①データ・プリント・サービス（以下、ＤＰＳ）関連商品の売上高は、前期比0.1％減となりました。

これは、主要顧客から新たな販促ＤＭ作成業務や調査票（事業活動調査等）印刷業務の受注、アウトソーシングと

して年末調整に係る必要書類の発行・回収業務の新規受注、令和８年２月の衆議院選挙に係る通知業務の受託が

あったものの、一部顧客のＤＭ等の発送中止による売上減少を補いきれなかったことによるものです。

②ビジネスフォーム関連の売上高は、前期比2.3％減となりました。これは、デジタル化の進展により顧客企業にお

ける帳票・伝票等印刷業務の需要が減少傾向にあることによります。

③商業美術印刷（カタログ、書籍等）関連の売上高は、前期比0.1％増となりました。これは、新たに冊子および季

刊誌等の印刷業務を受注したことによります。

 

２．会計事務所事業部門の営業活動と経営成績

　会計事務所事業部門では、ＴＫＣ会員事務所とその関与先企業の持続的な発展を支援するために、ＴＫＣ会員１万

1,600名（令和８年３月末日現在）が組織するＴＫＣ全国会と密接に連携し、「黒字決算と適正申告」を実現するた

めのシステムやサービスの開発に取り組んでいます。

　また、上場企業などの大企業や法律事務所、大学・法科大学院等に対しても各種クラウドサービスを提供していま

す。

（１）「黒字決算と適正申告の実現」に向けた活動

①月次決算の実施を前提とし、遡及的な訂正加除の処理を禁止するＴＫＣシステム

当社が提供する財務会計システムの最大の特長は、ＴＫＣ会員事務所が関与先企業に毎月実施する巡回監査と月次

決算を前提とし、巡回監査実施後の取引データについて、遡及的な訂正加除の処理を禁止しているところにありま

す。この特長を生かし、当社が無償で発行している「記帳適時性証明書」は、ＴＫＣ会員が関与先企業を毎月訪問

し、正しい会計記帳を指導（巡回監査）しながら、月次決算、確定決算ならびに電子申告に至るまでの全ての業務

プロセスを一気通貫で適時に完了したことを当社が第三者として証明しています。また、記帳適時性証明書に加

え、ＴＫＣ会員が実践する「税理士法第33条の２に基づく添付書面」や日本税理士会連合会、全国信用保証協会連

合会が制定した「中小会計要領チェックリスト」を税務申告時に提出することで、決算書の信頼性が高まります。

こうした活動の結果、ＴＫＣシステムの利用による法人税の電子申告件数は65万4,000社を超えました。

②「ＦＸクラウドシリーズ」の推進

当社の財務会計システムである「ＦＸクラウドシリーズ」は「黒字決算と適正申告」を支援する、経営者のための

最強の業績管理ツールです。当システムの業績管理機能（365日変動損益計算書、得意先・仕入先順位月報等）を毎

月確認している企業の黒字割合は60％を超えていることを確認しています。こうしたエビデンスに基づいて、当社

はＴＫＣ会員事務所による巡回監査と月次決算の実施を奨励すると共に、関与先企業における業績管理ツールとし

てＦＸクラウドシリーズの活用を推進しています。その結果、ＦＸシリーズの利用社数は33万5,000社を超えていま

す。

③「ＦＸクラウドシリーズ」がJIIMAによるデジタルシームレスの第１号認証を取得

令和８年２月20日付で「ＦＸクラウドシリーズ」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）から、

「デジタルシームレスソフト法的要件認証」の国内第１号として認定を受けました。デジタルシームレスは、請

求・決済から会計処理、税務申告・納税に至るまで、各種データを一気通貫で連携し、デジタルデータのまま処

理・保存する仕組みです。これにより、事業者の入力業務の省力化、業務品質の向上、税務コンプライアンスの強

化が期待されます。また、認証取得ソフトの導入により、電子取引データの改ざん防止や適正な記帳、電子帳簿と

の相互関連性の確保など、制度上の要件適合性を個別に確認する負担が軽減され、安心して利用できる環境が整い

ます。今回の認定により、当社システムにおける会計処理から電子申告・納税までの一気通貫処理の仕組みが、第

三者機関により客観的に評価されたことになります。当社は今後も、デジタルシームレスの実現を通じてトレーサ

ビリティの確保と企業経営の健全な発展に貢献してまいります。

④500以上の金融機関が「ＴＫＣモニタリング情報サービス（ＭＩＳ）」を採用

「ＴＫＣモニタリング情報サービス（以下、ＭＩＳ）」は、関与先企業の経営者の依頼に基づきＴＫＣ会員事務所

が当該関与先の決算書、税務申告書などを、国税の電子申告と同時に、金融機関に対して開示するための無償のク

ラウドサービスです。令和８年１月にＭＩＳを利用する金融機関が500を超え、メガバンク、地銀、第２地銀、信用

金庫の９割超で融資判断や融資先のモニタリングに活用されています。また全国の信用保証協会（51協会）のうち

47協会でも利用されています。ＭＩＳは、経営者保証ガイドラインで示された経営者保証を解除するための３つの

要件（1）法人と個人の取引を適正に区分経理、2）一定以上の財務基盤の保持、3）財務状況の正確な把握と適時適

切な情報開示による経営の透明性の確保）を確認できるツールとして、中小企業の経営支援に取り組む金融機関や

信用保証協会から高く評価されており、その利用件数は37万件を超えました。

⑤日本政策金融公庫とＴＫＣ全国会、（株）ＴＫＣの連携による災害ファストリンクを開始

令和８年３月、当社はＴＫＣ全国会および株式会社日本政策金融公庫と「危機事象発生における業務連携・協力に

関する覚書」を締結しました。近年、自然災害の頻発・激甚化や感染症の発生等により、中小企業は平時からの事
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業継続体制の整備が強く求められています。本覚書は、危機事象発生時に３者が連携し、被災事業者に対する迅速

な資金繰り支援、経営相談、必要情報の提供等を行う体制を構築するものです。あわせて、日本政策金融公庫と

ＴＫＣ全国会が進める融資スキーム「ＴＫＣファストリンク」の実績を踏まえ、災害時に必要書類をワンストップ

で提出できる「災害ファストリンク」も運用を開始します。当社は、ＭＩＳにより蓄積・提供される信頼性の高い

財務情報を基盤として、日本政策金融公庫との連携強化を図り、中小企業の事業継続を支援してまいります。

（２）大企業市場への展開

　当社は、連結会計システム（平成11年）および連結納税システム（平成15年）の開発を契機として、上場企業を中

心とした大企業向けの営業を展開することになりました。ただし、この事業は、すべてＴＫＣ全国会との共同事業と

して行っており、その目的は、大企業の税務・会計業務のコンプライアンスの向上と事務の合理化に貢献するととも

に、これらの大企業およびその関係会社をＴＫＣ会員の関与先企業とすることを究極の目標としています。

①デジタルインボイスの推進

当社はデジタルインボイス推進協議会（EIPA）の代表幹事法人として、約160の協議会加盟会社とともに、デジタル

インボイスの普及活動に取り組んでいます。ＴＫＣシステムは、Peppolインボイスの利活用により取引から会計・

税務までの事務処理をデジタルデータにより一気通貫で処理することが可能であり、前述の通り「デジタルシーム

レス」の認証を受けています。「デジタルシームレス」とは、Peppolインボイスの利活用などにより取引から会

計・税務までの事務処理をデジタルデータにより一気通貫で処理することを指しており、人手による入力作業を介

さないため事業者の事務負担の軽減や税務コンプライアンスの向上を図ることが可能です。当社では今後もPeppol

インボイスの利活用と機能拡充を進め「デジタルシームレス」の実現を通じて、国際的なデジタル化への対応を支

援してまいります。

②新リース会計基準への対応支援

令和６年９月13日に企業会計基準委員会より、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等が公表され、上

場企業では令和９年４月から強制適用されることになりました。当社では主に上場企業を対象に新リース会計基準

対応を支援しており、令和８年２月にはファーストアカウンティング株式会社と、同社が提供する経理ＡＩエー

ジェントと固定資産管理システム（FAManager）の連携に向けた協業を開始しました。これによりリース判定プロセ

スの自動化に加え、リース管理台帳登録、会計システム連携、税務申告まで一気通貫を実現します。今後も新リー

ス会計基準対応に関する情報発信を強化するとともに固定資産管理システム（FAManager）の販売促進を強化し、上

場企業における新リース会計基準対応を支援します。

③大企業市場でのシェア拡大

当社が提供する「グループ通算申告システム（ｅ－ＴＡＸグループ通算）」は、市場からの評価が高く、グループ

通算制度を採用する80％超の企業に利用されています。また、資本金１億円超の企業に法人税の電子申告が義務化

されたことを背景に、２万社（令和８年３月末日現在）あると言われている資本金１億円超企業に電子申告の提案

を行い、その約46％において「法人電子申告システム（ASP1000R）」や「グループ通算申告システム（ｅ－ＴＡＸ

グループ通算）」をご利用いただいています。令和８年３月には新たなラインアップとして事業所税の申告書作成

から電子申告・納税までを一気通貫で支援するクラウドシステムである「ｅ－ＴＡＸ事業所税」を提供開始し、さ

らなる大企業における決算、申告業務の効率化の支援を図っています。

こうした活動の結果、「ＴＫＣ連結グループソリューション」の利用企業グループ数は、令和８年３月末日現在で

約6,200企業グループとなりました。現在、日本の上場企業における市場シェアは44％に達しており、日本の上場企

業の売上高トップ100社のうち94社（94％）が当社のシステムを利用して消費税、法人税、地方税等の電子申告を

行っています。

（３）法律情報データベースの市場拡大

　当社は、税務判例データベースの構築という税理士事務所を支援するために開始した事業が各方面から注目された

ことにより、今日ではわが国の法曹界、大学等のアカデミック市場、企業法務部門、官公庁・自治体、さらには海外

の機関や大学などを対象に広く法律情報サービスを提供するに至っています。以下は昨今の業況です。

①「ＴＫＣローライブラリー」の収録数やコンテンツの拡充

当社は、業界最大の判例収録数（36万2,000件超）を誇るとともに、最新情報をタイムリーに追録する法律情報デー

タベース「ＴＫＣローライブラリー」を提供し、利用者から頼りになる情報源として高い評価を得ています。判例

情報（LEX/DB）を中心に、法令、文献情報、法律専門誌と専門書籍、関連する付加情報を網羅するとともに、常時

ライブラリーのコンテンツ拡充および収集活動に注力し、利用者の利用価値を高められるよう活動しております。

当期においては、ＴＫＣ会員事務所をはじめ大学や法科大学院、官公庁、法律事務所、特許事務所、企業法務部、

海外の研究機関などでの利用が進み、令和８年３月末日現在、３万1,000の諸機関で７万5,000ＩＤの登録に至って

います。

②アカデミック市場への展開

当社が提供する「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」は、いつでもどこでもオンラインで利用できること、

他社をしのぐ多様なコンテンツを収録していること、さらにレポート提出・オンライン演習・テスト機能等を搭載

し、授業と自学自習を支援する仕組みとなっていることが特長です。令和８年度の契約でも160を超える大学で採用

され、教員、学生から高く評価されています。

また、司法試験受験を目指す法科大学院生や修了生、予備試験合格者に対する模擬試験サービス「ＴＫＣ全国統一

模試」を展開し、司法試験への対応を支援しています。法務省は、令和８年７月に始まる司法試験のＣＢＴ試験

（コンピューターを利用する試験方式）への移行準備を進めており、当社はこれに対応すべく、令和７年７月以
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降、「ＴＫＣデジタルテスト」の開発・導入による環境整備に取り組んでいます。令和８年１月以降は複数の法科

大学院の定期試験で本サービスが利用されています。また、今年度のＴＫＣ全国統一模試は、令和８年３月から５

月にかけて本番同様に全国のテストセンターで実施することから多くの受験生の支持を得ており、今年の司法試験

受験予定者の７割を超える約2,800名の申し込みをいただいています。今後も業界１位の受験数を誇るスタンダード

模試としてサービスの充実をはかってまいります。

 

３．地方公共団体事業部門の営業活動と経営成績

　地方公共団体事業部門は、行政効率の向上による住民福祉の増進を支援することを目的として、地方公共団体に専

門特化した情報サービスを展開しています。当社が地方公共団体に対して提供する「ＴＫＣ行政クラウドサービス」

は、令和８年３月末日現在で1,150を超える地方公共団体（都道府県、市区町村等）に採用されています。

（１）顧客164団体において地方公共団体情報システム標準化を完了

　地方公共団体は、デジタル庁および所管省庁が定めた標準仕様準拠システムの利用が義務付けられ、ガバメントク

ラウド環境での利用も努力義務とされました。当社は、令和６年12月23日にガバメントクラウド環境での標準仕様準

拠システムの稼働を開始した栃木県真岡市を皮切りに、前期末までに68団体、そして今期は、96団体の標準仕様準拠

システムおよびガバメントクラウドへの移行を支援しました。その結果、令和８年３月末日現在、当社の基幹業務シ

ステムを利用する顧客164団体（48市、99町、17村）がガバメントクラウド環境で標準仕様準拠システムを稼働させ

ています。

（２）行政サービスのデジタル化支援サービスを推進

　当社は、窓口業務のデジタル化「３ない窓口（行かない・待たない・書かない）」の実現を支援する「行政サービ

ス・デジタル化支援ソリューション」を開発・提供しています。

　当期においては、「ＴＡＳＫクラウドかんたん窓口システム」がデジタル庁の「令和８年度ガバメントクラウドに

おける地方公共団体への窓口DXSaaS提供事業者」に認定されました。その結果、令和８年３月末日現在、「ＴＡＳＫ

クラウドスマート申請システム」は、大阪市や横浜市など政令指定都市を含む70団体、「ＴＡＳＫクラウドかんたん

窓口システム」は130団体、「ＴＡＳＫクラウドマイナンバーカード交付予約・管理システム」は200団体、「ＴＡＳ

Ｋクラウド証明書コンビニ交付システム」は280団体に採用されています。なお、兵庫県神戸市からの委託を受けて

「パーソナルデータを活用したオンライン申請」の実証実験を令和７年10月から開始しました。

（３）令和８年９月開始の公金納付のデジタル化に向けた対応準備

　当社は、地方税共同機構の認定委託先事業者として、同機構が運営するｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）審

査システムを当社のデータセンターであるＴＩＳＣ（ＴＫＣインターネット・サービスセンター）においてクラウド

方式で提供しています。あわせて審査システムと各市区町村の税務システムを接続する独自の「データ連携サービ

ス」を開発・提供しています。本サービスの推進に当たっては、約50社のパートナー企業とアライアンス契約を締結

し、提案活動を展開しています。その結果、「ＴＡＳＫクラウド地方税電子申告支援サービス」は、令和８年３月末

日現在で全都道府県・市区町村の４割以上に当たる約790団体に採用されています。

　また、令和８年９月から開始される公金納付のデジタル化に向けてプロジェクトを編成し、システム開発を進める

とともに顧客団体向けに説明会を実施するなど対応準備を進めています。

（４）内部事務のデジタル化支援活動によりＴＡＳＫクラウド公会計システムが400団体超で採用

　当社は、自治体向けの財務会計システム（歳入・歳出・予算・決算等）と固定資産台帳システム、および財務書類

作成システムを一体型で管理可能な「ＴＡＳＫクラウド公会計システム」を開発・提供しています。

　当期は、電子決裁システムの機能強化に加え、公会計システムと連携する文書管理システムおよび人事給与システ

ムのリニューアルに取り組みました。この結果、「ＴＡＳＫクラウド公会計システム」は、令和８年３月末日現在、

410団体の顧客に採用されています。今後は、既に搭載済みのPeppolインボイスへの対応を含め、内部事務のデジタ

ル化に資するサービスをさらに拡充してまいります。

 

４．印刷事業部門の営業活動と経営成績

　当社グループの印刷事業を担う株式会社ＴＬＰでは、会計事務所事業部門の統合情報センターで使用するＴＫＣコ

ンピューター用連続帳票や地方公共団体事業部門のアウトソーシングサービスにおける税務関係帳票等の印刷・印字

をはじめ、当社顧客に提供する印刷物等を手掛けています。

　また、一般企業および官公庁、市区町村等に対しては、ＤＰＳやビジネスフォーム印刷および商業美術印刷を基軸

に事業を展開しています。

　ＤＰＳ分野では、一般企業へのＤＭ印刷サービス、調査会社への調査票印刷サービス、および総務、経理、人事部

門の通知関連業務の合理化を目的としたビジネスプロセスアウトソーシングサービス（ＢＰＯ）を提供しています。

特に、ＱＲコードの活用によりＤＭの効果を測定するサービスなど、顧客利用価値の向上に取り組んでいます。市区

町村に対しては、各種税務関係帳票や投票所入場券などの住民に対する通知業務を支援しています。また、音声コー

ドUni-Voice（特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会提供）を採用することで、二次元コードをス

マートフォンで読み込むことにより印刷された文字情報を音声として聞き取ることが可能となります。ＤＰＳ分野で

は、こうして付加価値の高いサービスの提供に取り組んでいます。

　一方、金融庁は、サプライチェーン全体のＣＯ２排出量（スコープ３）の開示を各企業に求めています。それに対

応するためＴＬＰでは、作成した通知物等が、材料の調達・製造・納品・廃棄の過程でどれだけＣＯ２を排出したの
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かを測り提示できるサービス「ＣＦＰ（カーボン・フット・プリント）算定サービス」の構築を進めています。当

サービスは本年５月の提供開始を予定しています。

　ビジネスフォーム印刷分野では、ペーパーレス化の進展により、ビジネス帳票・伝票類の使用量が減少傾向にある

ものの、手書き帳票や特定帳票の需要は健在であり、フォーム印刷の強みを生かした営業活動を展開しています。

　商業美術印刷分野（カタログ、書籍等）では、顧客企業の周年行事における印刷物や、法律改正による専門書籍の

改版など顧客企業が求める出版物をタイムリーに提供するなどの支援をしています。

 

５．中東情勢による業績への影響

　中東不安の長期化により、各種資材の調達困難な状況が懸念されています。印刷事業においては、受注済み案件へ

の影響を抑え安定供給を図るため、仕入先各社から原材料、各種資材の調達に関する情報を収集するとともに、供給

交渉を継続しています。

　また、当社のデータセンターであるＴＩＳＣと、コールセンター業務を請け負うＴＣＳＳでは、安定稼働に向けて

ＩＴ投資の前倒しと、緊急時に備えて備蓄している重油の安定確保に取り組んでいます。
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Ⅱ　財政状態

　当第２四半期末における資産・負債および純資産の状況は次の通りです。

１．資産の部について

　当第２四半期末における資産合計は、131,574百万円となり、前連結会計年度末129,817百万円と比較して1,756百

万円増加しました。

（１）流動資産

　当第２四半期末における流動資産は、53,684百万円となり、前連結会計年度末52,513百万円と比較して1,171百

万円増加しました。

　その主な理由は、受取手形、売掛金及び契約資産が616百万円減少したものの、現金及び預金が2,263百万円増加

したことによります。

（２）固定資産

　当第２四半期末における固定資産は、77,889百万円となり、前連結会計年度末77,303百万円と比較して585百万

円増加しました。

　その主な理由は、長期預金が1,000百万円減少したものの、投資有価証券が827百万円、その他に含まれる長期繰

延税金資産が549百万円増加したことによります。

２．負債の部について

　当第２四半期末における負債合計は、23,499百万円となり、前連結会計年度末21,320百万円と比較して2,179百万

円増加しました。

（１）流動負債

　当第２四半期末における流動負債は、20,336百万円となり、前連結会計年度末18,349百万円と比較して1,987百

万円増加しました。

　その主な理由は、契約負債が596百万円減少したものの、未払法人税等が1,988百万円、賞与引当金が810百万円

増加したことによります。

（２）固定負債

　当第２四半期末における固定負債は、3,163百万円となり、前連結会計年度末2,971百万円と比較して191百万円

増加しました。

　その主な理由は、その他に含まれる長期リース債務が249百万円増加したことによります。

３．純資産の部について

　当第２四半期末における純資産合計は、108,074百万円となり、前連結会計年度末108,497百万円と比較して422

百万円減少しました。

　その主な理由は、その他有価証券評価差額金が559百万円増加し、自己株式が1,704百万円減少したことにより純

資産が増加したものの、利益剰余金が2,771百万円減少したことによります。

　なお、当第２四半期末における自己資本比率は、82.1％となり、前連結会計年度末83.6％と比較して1.4ポイン

ト減少しました。

 

Ⅲ　キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末に比べ136百万円減少し、33,444百万

円になりました。

　当第２四半期における各キャッシュ・フローの概況とその主な理由は次のとおりです。

（１）営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローについては、12,574百万円増加（前年同期比9,285百万円収入増）しまし

た。これは、税金等調整前中間純利益11,410百万円、減価償却費2,282百万円の計上、賞与引当金810百万円の増

加、売上債権495百万円の減少および法人税等の支払2,435百万円などによるものです。

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、3,607百万円減少（前年同期比6,048百万円支出増）しました。

これは、定期預金の預入3,000百万円の支出、定期預金の払戻1,600百万円の収入、有形固定資産の取得988百万円

の支出および無形固定資産の取得1,199百万円の支出などによるものです。

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローについては、9,103百万円減少（前年同期比2,831百万円支出増）しました。

これは、自己株式の取得5,952百万円の支出および令和７年９月期期末配当3,086百万円（１株当たり配当60円）の

支払いなどによるものです。
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Ⅳ　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

Ⅴ　研究開発活動

　当第２四半期における当社グループの研究開発費はありません。

なお、当第２四半期において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

 

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（令和８年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（令和８年５月14日）

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通

株式
50,241,466 50,241,466

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

計 50,241,466 50,241,466 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
 
（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

令和７年11月28日

（注）
△560,000 51,741,466 － 5,700 － 5,409

令和８年２月27日

（注）
△1,100,000 50,641,466 － 5,700 － 5,409

令和８年３月31日

（注）
△400,000 50,241,466 － 5,700 － 5,409

（注）自己株式の消却による減少であります。
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（５）【大株主の状況】

  令和８年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 75,170 15.0

大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 47,964 9.6

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区赤坂１丁目８番１号 46,938 9.4

公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台３丁目45番13号 30,930 6.2

ＴＫＣグループ社員持株会 東京都新宿区揚場町２番１号 30,402 6.1

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY 505001（常任代理人　株

式会社みずほ銀行決済営業部）

ONE CONGRESS STREET,SUITE

1,BOSTON,MASSACHUSETTS

（東京都港区港南２丁目15番１号）

17,366 3.5

飯塚　真玄 栃木県宇都宮市 11,963 2.4

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海１丁目８番１２号 10,998 2.2

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 9,565 1.9

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 8,348 1.7

計 － 289,646 57.9

（注）発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算にあたり控除する自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有す

る当社株式191,200株は含めておりません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和８年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 255,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 49,914,600 499,146 －

単元未満株式 普通株式 70,966 － －

発行済株式総数 50,241,466 － －

総株主の議決権 － 499,146 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権の数13個）及び役員

報酬ＢＩＰ信託が所有する株式191,200株（議決権の数1,912個）を含めております。

 

②【自己株式等】

    令和８年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ＴＫＣ
栃木県宇都宮市鶴田

町1758番地
255,900 － 255,900 0.51

計 － 255,900 － 255,900 0.51

（注）上記のほか、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式191,200株を、自己株式として計上しております。

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（令和７年10月１日から令和８年

３月31日まで）に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けておりま

す。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(令和７年９月30日)

当中間連結会計期間
(令和８年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,880 39,144

受取手形、売掛金及び契約資産 12,241 11,625

棚卸資産 ※ 684 ※ 694

その他 2,735 2,247

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 52,513 53,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,204 7,030

土地 6,873 6,873

その他（純額） 2,895 3,583

有形固定資産合計 16,973 17,486

無形固定資産 7,384 7,220

投資その他の資産   

投資有価証券 21,195 22,023

長期預金 21,700 20,700

差入保証金 1,593 1,581

その他（純額） 8,456 8,876

投資その他の資産合計 52,945 53,182

固定資産合計 77,303 77,889

資産合計 129,817 131,574

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,326 2,776

電子記録債務 926 746

未払金 3,665 2,973

未払法人税等 2,584 4,572

契約負債 1,390 793

賞与引当金 5,310 6,121

その他 1,146 2,353

流動負債合計 18,349 20,336

固定負債   

株式給付引当金 381 389

退職給付に係る負債 1,876 1,820

その他 713 953

固定負債合計 2,971 3,163

負債合計 21,320 23,499
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(令和７年９月30日)

当中間連結会計期間
(令和８年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,700 5,700

資本剰余金 6,286 6,286

利益剰余金 94,947 92,175

自己株式 △3,060 △1,356

株主資本合計 103,872 102,805

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,288 5,848

退職給付に係る調整累計額 △664 △579

その他の包括利益累計額合計 4,624 5,269

純資産合計 108,497 108,074

負債純資産合計 129,817 131,574
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年10月１日
　至　令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年10月１日
　至　令和８年３月31日)

売上高 39,227 46,825

売上原価 12,054 13,705

売上総利益 27,173 33,120

販売費及び一般管理費 ※ 18,496 ※ 21,993

営業利益 8,676 11,126

営業外収益   

受取利息 41 44

受取配当金 134 208

保険配当金 14 22

受取地代家賃 18 18

持分法による投資利益 20 －

その他 34 25

営業外収益合計 264 318

営業外費用   

支払利息 0 1

持分法による投資損失 － 3

和解金 71 －

その他 0 2

営業外費用合計 73 8

経常利益 8,867 11,437

特別利益   

投資有価証券売却益 42 3

固定資産売却益 2 1

特別利益合計 45 4

特別損失   

固定資産売却損 14 9

固定資産除却損 14 21

投資有価証券償還損 12 －

特別損失合計 41 30

税金等調整前中間純利益 8,871 11,410

法人税、住民税及び事業税 1,955 4,295

法人税等調整額 601 △845

法人税等合計 2,556 3,449

中間純利益 6,314 7,961

親会社株主に帰属する中間純利益 6,314 7,961
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年10月１日
　至　令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年10月１日
　至　令和８年３月31日)

中間純利益 6,314 7,961

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,596 559

退職給付に係る調整額 97 85

その他の包括利益合計 1,693 644

中間包括利益 8,007 8,606

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 8,007 8,606
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年10月１日
　至　令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年10月１日
　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 8,871 11,410

減価償却費 2,129 2,282

投資有価証券売却損益（△は益） △42 △3

投資有価証券償還損益（△は益） 12 －

固定資産売却損益（△は益） 12 7

固定資産除却損 14 21

和解金 71 －

株式給付引当金の増減額（△は減少） 7 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,895 810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 111 68

売上債権の増減額（△は増加） △1,307 495

その他の資産の増減額（△は増加） △279 279

仕入債務の増減額（△は減少） 385 △925

その他の負債の増減額（△は減少） △797 516

その他 △197 △227

小計 6,095 14,745

利息及び配当金の受取額 184 267

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △2,919 △2,435

和解金の支払額 △71 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,288 12,574

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,100 △3,000

定期預金の払戻による収入 1,600 1,600

有形固定資産の取得による支出 △193 △988

無形固定資産の取得による支出 △1,015 △1,199

投資有価証券の償還による収入 4,000 －

その他 150 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,441 △3,607

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △35 －

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △3,302 △5,952

配当金の支払額 △2,874 △3,086

その他 △59 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,272 △9,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △542 △136

現金及び現金同等物の期首残高 30,397 33,580

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 29,855 ※ 33,444
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【注記事項】

（追加情報）

（役員向け株式報酬制度）

１　取引の概要

　当社は、平成30年10月31日開催の取締役会で株式報酬制度の導入を決議し、平成30年12月21日開催の定時株主

総会の承認に基づき、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇による

メリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値増大へ

の貢献意識を高めることを目的として、株式報酬制度である「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入いたしました。

　なお、本制度は、委員長及び委員の半数を独立社外役員及び社外有識者で構成する「指名・報酬諮問委員会」

における審議を経て、令和元年12月20日開催の定時株主総会にて取締役等（執行役員を兼務しない取締役を除

く。）及び常勤監査役の株式報酬を「業績連動報酬」へ変更することが承認されております。

 

２　信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間末378百万円、191,200

株であります。
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（中間連結貸借対照表関係）

※ 棚卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（令和７年９月30日）
当中間連結会計期間
（令和８年３月31日）

商品及び製品 468百万円 349百万円

仕掛品 55百万円 135百万円

原材料及び貯蔵品 160百万円 209百万円

 

 

 

（中間連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 令和６年10月１日
　　至 令和７年３月31日）

　当中間連結会計期間
（自 令和７年10月１日
　　至 令和８年３月31日）

給与 6,705百万円 7,154百万円

賞与引当金繰入額 3,001百万円 5,375百万円

退職給付費用 529百万円 539百万円

株式給付引当金繰入額 21百万円 18百万円

減価償却費 352百万円 352百万円

賃借料 1,406百万円 1,446百万円

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間

（自 令和６年10月１日
至 令和７年３月31日）

当中間連結会計期間
（自 令和７年10月１日
至 令和８年３月31日）

現金及び預金勘定 33,155百万円 39,144百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,300百万円 △5,700百万円

現金及び現金同等物 29,855百万円 33,444百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　令和６年10月１日　至　令和７年３月31日）

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和６年12月20日

定時株主総会
普通株式 2,879 55.00 令和６年９月30日 令和６年12月23日 利益剰余金

（注）令和６年12月20日定時株主総会による配当額の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当

金11百万円が含まれています。

 

　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和７年５月14日

取締役会
普通株式 2,574 50.00 令和７年３月31日 令和７年６月16日 利益剰余金

（注）令和７年５月14日取締役会決議による配当額の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当

金９百万円が含まれています。

 

　(3) 株主資本の金額の著しい変動

　当社は、令和７年２月13日開催の取締役会決議に基づき、当中間連結会計期間において、自己株式8,650

百株を取得し、令和７年２月28日付でその全株式の消却を行いました。これらの結果、自己株式が純額で

467百万円、利益剰余金が2,832百万円減少しました。これにより、消却後の当社の発行済株式総数は

523,014百株となりました。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　令和７年10月１日　至　令和８年３月31日）

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和７年12月19日

定時株主総会
普通株式 3,089 60.00 令和７年９月30日 令和７年12月22日 利益剰余金

（注）令和７年12月19日定時株主総会による配当額の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当

金11百万円が含まれています。

 

　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和８年５月13日

取締役会
普通株式 2,749 55.00 令和８年３月31日 令和８年６月15日 利益剰余金

（注）令和８年５月13日取締役会決議による配当額の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当

金10百万円が含まれています。

 

　(3) 株主資本の金額の著しい変動

　当社は、令和８年２月13日及び令和８年３月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式15,000百株を

取得しました。これにより、当中間連結会計期間において、自己株式が5,950百万円増加しました。

　また、当社は令和７年11月12日、令和８年２月13日及び令和８年３月11日開催の取締役会決議に基づ

き、令和７年11月28日付、令和８年２月27日付及び令和８年３月31日付で自己株式20,600百株を消却しま

した。これにより、当中間連結会計期間において、自己株式と利益剰余金が7,644百万円減少し、消却後の

当社の発行済株式総数は502,414百株となりました。

　これらの結果、自己株式が純額で1,693百万円、利益剰余金が7,644百万円減少し、当中間連結会計期間

末において自己株式が1,356百万円、利益剰余金が92,175百万円となりました。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　令和６年10月１日　至　令和７年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注）１

中間連結
損益計算書
計上額
(注）２

 
会計事務
所事業

地方公共
団体事業

印刷事業 合計

売上高       

 (1）外部顧客への売上高 25,520 12,150 1,556 39,227 － 39,227

 (2）セグメント間の内部

 　　 売上高又は振替高
26 － 765 792 △792 －

 計 25,547 12,150 2,322 40,019 △792 39,227

セグメント利益又は損失(△) 7,000 1,680 △9 8,671 5 8,676

　　　（注）１．セグメント利益又は損失の調整額５百万円は、セグメント間取引消去額及び棚卸資産の調整額等であ

ります。

　　　　　　２．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　令和７年10月１日　至　令和８年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注）１

中間連結
損益計算書
計上額
(注）２

 
会計事務
所事業

地方公共
団体事業

印刷事業 合計

売上高       

 (1）外部顧客への売上高 26,508 18,789 1,527 46,825 － 46,825

 (2）セグメント間の内部

 　　 売上高又は振替高
29 － 919 948 △948 －

 計 26,538 18,789 2,446 47,774 △948 46,825

セグメント利益 5,443 5,671 3 11,118 7 11,126

　　　（注）１．セグメント利益の調整額７百万円は、セグメント間取引消去額及び棚卸資産の調整額等であります。

　　　　　　２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

EDINET提出書類

株式会社　ＴＫＣ(E04807)

半期報告書

24/29



（収益認識関係）

当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類

別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。

 

前中間連結会計期間（自　令和６年10月１日　至　令和７年３月31日）

    （単位：百万円）

 
報告セグメント

合計

 

会計事務所事業
地方公共
団体事業

印刷事業

コンピューター・サービス収入 8,760 4,421 － 13,181

ソフトウエア売上高 10,289 3,998 － 14,287

コンサルティング収入 3,752 702 － 4,455

オフィス機器売上高 2,223 3,028 － 5,251

会計用品売上高 494 － － 494

印刷関連サービス収入 － － 1,556 1,556

外部顧客への売上高 25,520 12,150 1,556 39,227

 

当中間連結会計期間（自　令和７年10月１日　至　令和８年３月31日）

    （単位：百万円）

 
報告セグメント

合計

 

会計事務所事業
地方公共
団体事業

印刷事業

コンピューター・サービス収入 9,241 4,182 － 13,424

ソフトウエア売上高 10,255 4,388 － 14,644

コンサルティング収入 3,966 7,934 － 11,900

オフィス機器売上高 2,516 2,284 － 4,800

会計用品売上高 528 － － 528

印刷関連サービス収入 － － 1,527 1,527

外部顧客への売上高 26,508 18,789 1,527 46,825
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　令和６年10月１日
至　令和７年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　令和７年10月１日
至　令和８年３月31日）

１株当たり中間純利益 121円53銭 156円16銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益

（百万円）
6,314 7,961

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間

純利益（百万円）
6,314 7,961

普通株式の期中平均株式数（百株） 519,553 509,825

（注）１．１株当たり情報の算定に用いられた期中平均株式数は、役員報酬ＢＩＰ信託導入に伴い設定された役員報酬

ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間において

200,607株、当中間連結会計期間において193,090株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　令和８年５月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　2,749百万円

　（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　55円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　令和８年６月15日

（注）令和８年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

令和８年５月14日

株式会社ＴＫＣ

取締役会　御中

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 本 多 茂 幸  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 島 村 　哲  

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＴＫＣ

の令和７年10月１日から令和８年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（令和７年10月１日から令和８年３月

31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、

中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社ＴＫＣ及び連結子会社の令和８年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期
中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続
を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度
の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま
た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連
結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告
書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな
いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び
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内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない
かどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結
論に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発
見事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１　上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　２　XBRLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。
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